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新入社員、新配属の方への教育のススメ 
新しく入社された方、また、新しい部署へ配属された方は、最初に仕事を把握する 
事が大変だと思います。そんな時当社の小冊子をぜひご活用ください！ご要望に 
応じて小冊子を用いた出張セミナーも承ります。詳しくは下記ＵＲＬ、右記ＱＲコード 
からもご覧いただけます。 
https://www.knights.jp/bkform.html 

  2022 年 3 月 23 日に環境省で中央環境審議会水環境・土壌農薬部会が開催され、その中で、

2022 年 6月末に適用期限を迎えるほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準見直し（案）に

ついての検討が行われました。 

  2001 年 7 月にほう素、ふっ素、硝酸性窒素等において一律排水基準が設定されましたが、

その時点で直ちに基準を達成することが困難であると認められた 40 業種について、暫定排水基準

が設定されています。その後、3 年ごとの見直しを経て、現在 11 業種について暫定排水基準が

適用されています。 

  今回の見直し案では、馬房施設を有する畜産業、酸化コバルト製造業、下水道業（モリブデン又は

ジルコニウム化合物製造業からの排水を受け入れているもの）の硝酸性窒素等については

一般排水基準へ移行、残る業種・項目については暫定排水基準値を強化または現行のまま延長する

というものです。 

 また、パブリックコメントの実施結果では、排水量が多いスーパー銭湯等を含めた浴場業を

追加して幅広い業種へ見直す必要性、基準値に近づける為の処理施設でのコスト面の問題、

畜産業や工業、下水道へのさらなる暫定排水基準強化等の意見が挙げられていました。 

  今後、同部会で得られた意見等を踏まえ、改正省令の公布、2022 年 7 月 1 日から施行の流れと

なります。 

 

当社では、ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等を始め、多くの排水項目の分析について長年の実績が

あります。ご不明な点等ありましたら、是非一度お問い合わせ下さい。 
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